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インド税務アップデート：2023 年財政法に基づく使用料及び技術上の役務に
対する料金（FTS）にかかる源泉税の引上げとインド非居住者への主な影響

1. 背景

2023 年 2 月 1 日、インド国家予算案発表に際し、2023 年財政法案（Finance Bill, 2023）が財務大臣により提出さ

れ、その後、様々な利害関係者からの意見を考慮した結果、2023 年 3 月 24 日に財政法案の修正案が両院で可決され、

2023 年 3 月 31 日に正式な財政法案の承認が得られた。 

2023 年財政法案の主な改正点の一つは、インド非居住者がインドで得た使用料と技術上の役務に対する料金（Fees for 

Technical Services：以下「FTS」）に対する国内税率を引き上げるというものである。2023 年 2 月 1 日に発表された国家

予算案には、本改正に関する提案はなかったため、インドから使用料／FTS を得ている各社につき、新たに留意すべきポイント

となる。 

2. 現行の税制と改正内容：

現在、インドに恒久的施設（Permanent Establishment：以下「PE」）を持たない非居住者の使用料／FTS による所得

は、以下の条件が満たされる場合に限り、インド国内税率を適用される結果、サーチャージ及びセスを含め、実効税率

10.92％で課税される。 

◼ 当該納税者が、インドに所在する PE を通じてインドで事業を営んでいない、又はインドに所在する固定的な事業所から

専門的サービスを提供しておらず、当該使用料又は FTS が支払われる権利、財産又は契約が有効に関連している場

合

◼ 当該納税者が、納税者番号（PAN）を提供するか、規則で規定された関連情報を支払者に提供すること

本改正では 2023 年 4 月 1 日以降に支払うべき金額について、このインド国内の源泉税率を適用する場合、従来の 10%

（実効税率 10.92％）から 20％（実効税率 21.84％）へ引き上げられた。一方で、インド非居住者は引き続き、租税条

約の適用条件やその他の要件を満たすことを条件に、租税条約で利用可能な軽減税率を適用することが可能である。 

3. 主な影響と今後の対応

上記を踏まえて、本改正による潜在的な影響や今後の必要な対応は、以下が想定される。 

① 租税条約税率に基づく軽減税率を適用する場合、非居住者はインドで確定申告を行う義務が生じる

② 軽減税率を適用するための条件（受益者帰属など）を、関連する租税条約に従って満たす必要がある

③ 軽減税率を適用する場合、居住者証明書などの書類の取得及び Form-10F の電子申告を行う必要がある

④ 国内税率（20％＋サーチャージ及びセス）が適用される場合、国内税率と租税条約による限度税率との差の範囲内

で、インド非居住者の居住国において外国税額控除（Foreign Tax Credit：以下「FTC」）が否認される可能性があ

る

⑤ インドの納税者が負担する場合に追加的な税コストが生じる

以上を踏まえて、日印租税条約では、使用料と FTS に対して 10％の軽減税率が定められており、今後の取引においても租

税条約上の本軽減税率を適用するために、インドからの使用料や FTS などの収入がある場合、適用に際し、インド事業に関

わっているグループ会社も含め、PAN や居住者証明書の取得、所得税申告対応や Form-10F の申告など、必要な書類や
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コンプライアンス対応を要件と合わせて改めて整備しておくことが重要となる。国内税率が適用される場合、日本の FTC は租

税条約の限度税率である 10％が上限となるため、10％を超える部分は FTC が適用できず、税負担が増加する点に留意さ

れたい。 

※本ニュースレターは、英文ニュースレターの抄訳版です。原文はこちらをご覧ください。 
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